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検討経過 

 

令和２年８月 ３日  第１回  

・大規模災害時の災害減免基準について※ 

・個人住民税をめぐる最近の動向 

 

９月１８日  第２回  

・上場株式の配当所得等への課税方式の選択※ 

・個人住民税の現年課税化 

 

１０月１２日  第３回  

・個人住民税の現年課税化※ 

 

 

 

※ 委員等からの発表があったもの 
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第１ 大規模災害時の災害減免基準について 

１ 検討の背景 

 我が国では、毎年のように、水害・土砂災害、地震・津波等の自然災害が発

生している。近年でも、東日本大震災や熊本地震などの地震災害、激甚化・頻

発化している豪雨災害など、数多くの災害が発生している。 

 本年も、令和２年７月豪雨が発生し、一連の豪雨により、九州、中部、東北

地方をはじめ、広範な地域において、多くの人命や家屋への被害のほか、ライ

フライン、地域の産業等にも甚大な被害をもたらしている。

個人住民税では、災害時に適用される制度として、納税（徴収）猶予、納期

限の延長、減免、雑損控除があるが、このうち減免については、昭和 25 年に

創設されて以降、大きな制度変更がなく現在に至っている。 

 一方で、災害時における市町村の役割は年々変化してきており、例えば、現

在、市町村には住宅被害の程度を証明する罹災証明書の発行義務が課せられ

ており、罹災証明書は様々な支援制度の適用の判断に用いられている。 

 そうした中で、大規模災害の被災団体の一部では、個人住民税の減免基準に

罹災証明書を活用する取組が行われているところであり、本検討会において、

個人住民税に係る災害減免基準のあり方について検討を行った。 

２ 災害時に適用される個人住民税・所得税における各種制度の概要 

(1) 納税（徴収）猶予、納期限の延長、減免、雑損控除

所得税では、災害により、財産に被害を受けた場合や、納付が困難となった

場合については、納税の猶予等の制度を受けることができる。 

 また、災害により被害を受けられた方は、税務署に申請することにより、申

告・納付等について 期限の延長を受けられる場合がある。 

さらに、災害により住宅や家財などに損害を受けた方は、確定申告において

①「所得税法」に定める雑損控除、②「災害減免法」に定める軽減・免除のど

ちらか有利な方法で所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けられる

場合がある。 

 一方、個人住民税についても所得税と同様の措置が設けられているが、大き

く異なるのは、所得税が確定申告において、減免又は雑損控除のどちらか有利

な方を選択するのに対し、個人住民税では当該年度の税額について減免措置

が設けられているとともに、翌年度において雑損控除を適用することが可能

となっている点である。 

それぞれの制度の概要については下表のとおりである。 
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 所得税 個人住民税 

納税（徴

収）猶予 

災害により納税者がその財産につき相当な
損失を受けた場合において、その者の申請
に基づき、納期限から１年以内の期間を限
り、その国税の全部又は一部の納税を猶予
することができる。（国税通則法第 46 条） 

災害により納税者等が地方団体の徴収金を

一時に納付することができない場合におい

て、その納付できないと認められる金額を限

度として、その者の申請に基づき、１年以内

の期間を限りその徴収を猶予することができ

る。（地方税法第 15 条） 

納期限

の延長 

国税庁長官は災害その他やむを得ない理由
により、国税に関する法律に基づく申告、申
請、請求、届出その他書類の提出、納付又
は徴収に関する期限までにこれらの行為を
することができないと認めるときは、その理由
のやんだ日から２月以内に限り、期限を延長
することができる。（国税通則法第 11 条） 

地方団体の長は、災害その他やむを得ない

理由により、この法律又はこれに基づく条例

に定める申告、申請、請求その他書類の提

出又は納付若しくは納入に関する期限まで

に、これらの行為をすることができないと認め

るときは、条例の定めるところにより期限を延

長することができる。（地方税法第 20 条の 5

の 2） 

減免 

災害により自己の所有する住宅又は家財に
つき生じた損害金額がその住宅又は家財の
価額の 50％以上である者で、被害を受けた
年分の合計所得金額が 1,000 万円以下であ
るものは、雑損控除との選択により、その年
分の所得税額の軽減又は免除を受けること
ができる。（災害減免法第 2 条） 

災害その他特別の事情がある場合において

地方税の減免を必要とすると認める者等に

限り、当該地方団体の条例の定めるところに

より、減免することができる。（地方税法第

323 条） 

雑損 

控除 

住宅家財等について災害又は盗難若しくは
横領による損失を生じた場合、災害関連支
出の金額がある場合には、次の金額を所得
控除できる。（所得税法第 72 条） 

次のいずれか多い方の金額 

①（災害損失の額＋災害関連支出の金額）
－年間所得金額×10% 

②災害関連支出の金額－５万円 

※その年の所得金額から控除しきれない金
額がある場合には、翌年以後３年間に繰り
越して、各年分の所得金額から控除可能。 

所得税と同様の措置を実施。 
（地方税法第 34 条、第 314 条の 2） 

 

(2) 各地方団体に対する総務省通知の経緯 

  地方税の減免については、地方税法において、「市町村長は、天災その他特

別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧

困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、

当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができ

る」（地方税法第 323 条）とされている。 

  減免に関する取扱いについては、市町村の条例に委ねられているところで

あるが、災害時における個人住民税の減免の具体的な基準については、昭和 28

年に、災害減免法に基づく所得税の減免措置を踏まえた基準が通知され、現在

では、「災害被害者に対する地方税の減免措置等について」（平成 12 年自治事

務次官通知。以下、「総務省通知」という。）において、個人住民税等の災害時

の減免に関する取扱い例が示されている。 

  この通知は、地方分権一括法に基づき、「災害被害者に対する地方税の減免

措置等について」（昭和 39 年 11 月 7 日付け自治事務次官通知）が廃止された

際に、災害という緊急に対処を要する非常事態において具体的な取扱い例を
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示しておくことが地方団体の便宜に資するなどの理由から、従前の取扱い例

を適宜参考にするよう依頼する技術的助言に改められたものである。 

３ 地方団体における大規模災害時の対応 

(1) 大規模災害時において罹災証明書を活用した減免基準

大規模災害時において、迅速な減免認定を行う観点等から、総務省通知に基

づく減免基準をそのまま採用するのではなく、罹災証明書による住宅被害の

程度に基づく減免基準を設けた例がある。 

 本検討会では、仙台市（東日本大震災の特例）、広島市（特定災害の特例）、

熊本市（熊本地震の特例）、北海道厚真町（北海道胆振東部地震の特例）にお

ける減免基準の例が紹介された。 

 それぞれの団体では、罹災証明書による住宅被害の程度に基づく減免基準

を設けるとともに、住宅被害の程度（半壊～全壊まで）に応じて減免割合を独

自に設定している。 

(2) 熊本市における対応

本検討会では、熊本市税制課荒木副課長をお招きし、熊本地震の特例として

設けられた減免基準について発表いただいた。 

 熊本市では、総務省通知に基づく災害減免基準を設けていたところであっ

たが、平成 28 年の熊本地震によって市内の広範な地域に甚大な損害が発生し

たことから、減免申請に伴う被災者の負担を緩和し、減免事務を迅速かつ的確

に実施できるような特例措置を講じることとした。  

 そこで、熊本市では、罹災証明書における住宅被害の程度によって減免の適

用を判断できる新たな減免基準を設けるとともに、罹災証明書を活用した新

たな減免基準と従前の減免基準との整合性を図るため、従前の減免基準につ
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いて適用区分の見直しを行った。 

  そうした結果、熊本市では、これらの減免基準に基づく減免の件数は、

38,329 件となった。 

 

(3) 罹災証明書の概要 

  市町村長は被災者から申請があったときは、遅滞なく、住家の被害等を調査

し、当該災害による被害の程度を証明する書面（罹災証明書）を交付しなけれ

ばならないとされている。（災害対策基本法第 90 条の２） 

  現在、罹災証明書は、各種被災者支援策の適用の判断材料として幅広く活用

されており、例えば、被災者生活再建支援金、(独)住宅金融支援機構融資、保

険料、災害救助法に基づく応急仮設住宅等において活用されている。 

 

(4) 所得税における対応 

  罹災証明書には、罹災原因や、全壊や半壊など家屋についての被害状況等が

記載されていることから、所得税において雑損控除や災害減免の適用に当た

って被害割合を判定する際の目安とされており、所得税において雑損控除や

災害減免を適用する場合には、税務署へ申告書等を提出する際に罹災証明書

の添付又は提示をすることとなっている。 

 

 

４ 本検討会における議論 

本検討会では、各委員から以下のような意見があった。 

 

(1) 見直しの是非 

・ 大規模災害時に災害減免について迅速な判断が行えるよう、罹災証明書を

使うことについて通知に明記しておくという方向は妥当ではないか。 

・ 災害減免に関して、条例で罹災証明書を使えるようにしておくこと、「大規

模な災害」とは何かについて客観的な判断基準を条例に書き込んでおくこと

は、いざ災害が起きたときに慌てなくて済むという意味でも、自治体の負担

軽減という意味でも良いと考える。 

・ 罹災証明書に基づいて減免等が決められるということについて異論は無い。 

・ 大規模災害時に減免の判定を迅速・的確に行うことは非常に重要であり、

通知をわかりやすい形で示すことは有効なことである。 

・ 実際の相談事例を見ても、迅速な支援措置を届けるということが災害にお

いて重要であり、自治体が判断に迷わないためにも罹災証明書の活用はとて

も意味がある。熊本市の事例が全国に広がり、各自治体で準備がされれば、

今後、多発する災害への備えになると感じている。 
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(2) 対象とする災害の範囲 

・ どういう場合が大規模災害となるのか、分かりやすい基準が必要になる。 

・ 大規模災害時において、納税者の手続きを簡便にすることは望ましいが、

通常の手続きとの振り分けについては検討を要する。 

 

(3) 市町村への周知 

・ 一定の大規模災害において、罹災証明書で被害を判断している団体もある

ということについて、総務省が事例紹介を行い、具体的には各地方議会で考

えて、条例でちゃんと書くということはひとつのやり方である。 

・ 罹災証明書を活用するという方向で、きちんと通知を出して方向性を示す

のが一番ではないか。 

 

(4) 事務の執行 

・ 大規模災害時には、税務担当ではない職員や他の自治体からの応援職員が

減免の事務を行うことも想定され、統一的な仕組みをあらかじめ整えておく

ことが望ましい。 

・ 本市において住宅に被害があったときは、税務課の家屋担当が調査をした

上で、市民税の減免申請があれば、同じ税務課の市民税担当が再度調査する

ことになっている。罹災証明書が使えるようになれば、（そうした手間が減る

ので）良いと考える。 

・ 検討の時間がかかると思うが、減免について統一的な取扱いを進めること

で、電子化によって、さらに迅速な判断ができることにも繋がっていくので

はないか。 

 

(5) その他 

・ 今回議論している個人住民税の災害減免は、前年の所得を基準として一旦

納税義務が生じたが、翌年に災害が起きたため、その納税義務について減免

するもの。一方で、所得税の災害減免は、災害が起きた年の納税義務につい

て減免するもの。同じ「減免」という言葉を使っているが、意味が異なること

に留意すべき。 

・ 所得税は減免と雑損控除のどちらかの選択であるが、個人住民税は前年の

所得について減免を受けた上で、さらに災害があった年分の所得について雑

損控除で考慮することとなる。個人住民税が所得税と比べて減免されすぎる

ということにはならないか。 

・ 納税者の予見可能性を高める観点から、国税の災害減免法と同様に、地方

税でも、災害時の減免措置を法律で定めることも考えられるが、（減免による

減収について）国が補填をすべきという声が出てくることが予想される。 
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５ まとめ 

 総務省通知はあくまで災害時における減免の取扱い例を参考で示すもので

あるが、罹災証明書を活用した減免基準を設けることについて、地方団体にた

めらいが生じないよう、あらかじめ総務省通知に明記しておくことが望まし

いと考えられる。 

 具体的には、すでに独自の取組を行ってきた地方団体の例を参考にしつつ、

大規模災害時における取扱い例として、罹災証明書における住宅被害の程度

に基づく減免基準を設けることも考えられる旨を総務省通知に記載すること

としてはどうか。 

 今後も様々な災害の発生が予想される中で、各地方団体においては、本検討

会における議論や総務省通知の見直しをきっかけとして、災害時における減

免基準のあり方について災害発生前にあらかじめ検討を行い、市町村議会等

において議論を行った上で定めておくこと、減免の認定事務を含めて災害時

の業務体制などについてあらかじめ準備しておくことが期待される。 
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第２ 上場株式の配当所得等への 

課税方式の選択 
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第２ 上場株式の配当所得等への課税方式の選択 

 

１ 現行制度の概要 

上場株式等に係る配当所得等については、申告不要方式、総合課税方式、申

告分離課税方式の３つの課税方式があり、納税義務者が所得税の確定申告及び

個人住民税の申告を行うことにより、所得税と個人住民税において異なる課税

方式の選択が可能となっている。 

 

 

 

  このとき、個人住民税に注目すると、以下のような課税が行われる。 

① 申告不要方式では、源泉徴収段階で５％が徴収されたところで課税完了と

なるため個人住民税の税率は５％。 

② 総合課税方式では、一度源泉徴収された税額を配当割額控除によりなかっ

たものとした上で、他の所得と同様に税率 10％で計算され、配当控除が適

用される。 

③ 申告分離課税方式では、一度源泉徴収された税額を配当割額控除によりな

かったものとした上で、上場株式等の譲渡損失との損益通算を行い、他の所

得と分離して税率５％の個人住民税が課税される。 

なお、②総合課税方式及び③申告分離課税方式では一度源泉徴収の対象とな

った配当所得等について税額計算上の所得に含まれるが、①申告不要方式の場

合は、後述のとおり確定申告手続を行わずに課税関係を完結させるための仕組

みであるため、すでに税率５％で源泉徴収された配当所得等については、税額

計算上の所得（合計所得金額）には含まれないこととなっている。 

そのため、例えば、所得税及び個人住民税の税額計算や国民健康保険等の他

制度における影響を踏まえ、所得税で総合課税方式又は申告分離課税方式を選

択し、個人住民税では申告不要方式を選択するといったケースがある。 

   

 

２ 配当所得等を巡る過去の改正経緯 

(1) 平成 15 年度改正 

従来、配当所得等については、所得税においては総合課税を基本としつつ、

源泉分離選択課税制度及び源泉徴収を伴う少額配当の申告不要制度が設けら

れており、個人住民税においては原則総合課税とし、少額配当については非課

税とされていた。 
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当時、こうした金融・証券税制に対し、個人投資家の間には、「新証券税制

が複雑で分かりにくい」、「税務当局に関わりたくない」という不満があり、政

府内においても金融・証券税制について「貯蓄から投資へ」との課題への対応

や簡素化が強く要請されていた。 

こうした背景の中で、上場株式等の配当所得や譲渡益等について、源泉徴収

（所得税 15%、個人住民税 5%）のみで納税が完了する仕組み（申告不要制度）

が導入された。 

(2) 平成 20 年度改正

個人投資家の投資リスクを軽減し、リスク資産への投資促進を図るために

は損益通算範囲を拡大していくことが必要であるとの観点から、上場株式等

に係る配当所得等の申告分離課税が創設された。 

 これにより、上場株式等に係る配当所得等について申告した場合、納税義務

者の選択により、総合課税方式と申告分離課税方式のいずれかを選択するこ

とが出来ることとされた。 

(3) 平成 29 年度改正

現行法上においても、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択するこ

とが許容されると考えられていたが、納税者及び市町村が判断に迷うケースが

あったことから、異なる課税方式を選択できることを明確化するために、確定

申告書を提出した後、住民税申告書を提出した場合における課税方式の決定等

についての規定が整備された。 

この平成 29 年度改正を境に、納税義務者が上場株式等に係る配当所得等に

ついて、所得税及び個人住民税で異なる課税方式を選択する事例が増えてきて

いる実態がある。 

３ 所得税と個人住民税における所得計算 

(1) 制度創設時からの経緯

シャウプ勧告（昭和 24 年）において、個人住民税の課税標準は所得税法の

規定によるものとして、３方式から１方式を選択するものとされた。さらに、

昭和 26 年度から２方式（いわゆる、ただし書き方式）が追加された。 

こうした当時の個人住民税の課税方式については、所得税の課税を基礎とし

ているため、所得税改正の影響が自動的に所得割に及び、その納税義務者数及

び税額が減少することが、負担分任を基調とする個人住民税のあり方からみて

適当ではないと考えられていた。 

そのため、昭和 36 年度改正により課税方式が大きく見直され、昭和 37 年度

以降は、国税改正の影響が自動的に個人住民税に及ばないようにするとともに、

課税方式の簡素合理化を図る観点から、個人住民税の課税標準は、所得税法の

規定によるものから、個人住民税独自のものとして規定された。 
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(2) 現行制度における所得税と個人住民税の所得計算 

  上記(1)のとおり、個人住民税の課税標準は個人住民税独自のものとして規

定されたところであるが、現行制度における所得計算においては、所得の二重

調査に伴って納税者に与える煩雑さを避け、課税の簡素合理化に資する見地

から、原則として地方税法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を

除き、所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得計算の例によ

り算定するものとされている。 

  このため、原則として、個人住民税の所得計算は所得税と同じになるため、

税額計算における所得も当然に一致することとなるが、現行制度上において

も所得計算が異なる例も存在している。 

例えば、「純損失の繰戻還付」では、所得税においては、総所得金額、退職

所得金額又は山林所得金額の計算上生じた純損失を前年に繰り戻し、前年の所

得税額を還付する制度がある一方、個人住民税では認められていない。 

また、「青色事業専従者控除」では、一定の事業を営む納税義務者がこの親

族について、所得税では控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として申告する

一方、個人住民税では事業専従者として申告する場合、所得税では事業所得の

必要経費に算入されず配偶者控除又は扶養控除を受けることとなり、個人住民

税では事業所得の必要経費に算入されることから、総所得金額が所得税と異な

りうる。 

 

 

４ 納税者における申告の実態 

  日本税理士会連合会においてアンケート調査した結果によると、令和元年

分の確定申告（令和２年度分の住民税申告）において課税所得 900 万円以下

の顧客（4,610 人）のうち、 

・ 所得税で総合課税方式、個人住民税で申告不要方式を選択した者が 180 人

（約 3.9％）、 

・ 所得税で申告分離課税方式、個人住民税で申告不要方式を選択した者が

151 人（約 3.3％）であった。 

  また、同結果によると、住民税申告が電子申告に対応しておらず、市町村ご

とに様式が異なっており、税理士や納税者に事務負担が生じていること、税理

士が税額の有利不利だけでなく国民健康保険料等も含めた有利不利の判断を

求められ、判断誤りのリスクや事務負担が生じていることが指摘された。 

   

 

５ 本検討会における議論 

本検討会では、このような制度が置かれた状況や改正経緯を踏まえ、各委員

から以下のような意見があった。 
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(1) 所得税と個人住民税の課税方式について

・ 課税方式の選択によって所得の範囲が異なることは望ましくない。公平性

の観点からも課題である。 

・ 税だけでなく社会保険料算定にも影響があるため、公平性の観点から、所

得税と個人住民税とで課税方式を一致させることが望ましい。 

・ 今回の議論で言えば、課税方式を一致させるかどうかというより、納税者

が選択できるというところに不公平感が生まれている。納税者に有利である

というところから所得税と個人住民税で課税方式が異なってくるものではな

く、所得としては基本的に統一しておくべき。 

・ 所得税と個人住民税で所得控除など異なる部分があってもよいが、二重の

手間を省くと言うことであれば、大原則は包括的所得概念であり、配当所得

等や譲渡所得についても所得税と同じ課税標準とするのが理想ではないか。 

・ 配当所得等に対する個人住民税として、まずはどのような課税の仕方が望

ましいのかという視点を考えなければならない。そもそも金融所得は総合課

税であるというところまで立ち返った議論は進めにくいところではあるが、

個人住民税だけでなく保険料などにも影響することは実態として不公平であ

る。 

・ 課税方式を統一する以外にも、課税方式の選択によって所得に差が出ない

ような新たな優遇措置を設けて、そちらの方に促していくという方法もある

のではないか。 

(2) 納税者の納得感について

・ 市町村側が大変だから、あるいは所得税と個人住民税の課税標準はなるべ

く統一した方が良いという理由だけで、今認められている制度を見直すこと

について納税者が納得するかということが非常に危惧される。 

・ 課税方式を統一するとなった場合、課税方式の選択を前提に考えている納

税者に対して理解が得られるのか。 

・ 課税方式の一致のみでなく、所得計算の方法や所得控除等も含めて、全て

所得税と一致させて、かつてのシャウプ勧告の当時の姿に戻すということま

で考えるのかどうかをよく考えないと納得が得られる結論にはならないので

はないか。 

・ あるべき論として課税方式は一元化すべきであるが、どうする論としては、

何が原則で何が例外であるかについて現行制度でメリットを受けている納税

者に納得していただく必要がある。コンセンサスが得られるまで議論した上

で、どうする論にも対応すべきではないか。 

・ 平成 29 年度に制度改正をした以上、申告件数の推移などを見極めながら議

論を重ねていく必要があり、それが納税者の理解を得ることにもつながるの

ではないか。 

・ 納税者の納得や課税実務の負担という点から、マイナンバーの活用や納税

申告のデジタル化などを見据えた上での簡素化の議論も必要になる。納税者
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の納得を得るためにも、過去の議論、改正経緯、地方税と国税の違いを踏ま

えた丁寧な議論をする必要がある。 

 

(3) 社会保障制度等への影響について 

・ この制度は、ほとんどが国民健康保険料対策として利用されているという

実感があり、自治体としては、大変違和感がある。 

・ 行政だけでなく、民間企業で所得証明書又は確定申告の写しを提出するよ

うな状況においても不公平さがある。 

・ 納税者の選択によって税額に差が生じるという点、その後の所得の扱いに

関して社会保障関係に影響するという点から、納税者に選択肢があるという

ことが不公平につながるということが大きな問題。 

・ 上場株式の配当所得等は５％の源泉徴収であり、総合課税を選択しても

10％の比例税率であるので、納税者の理解を得られるかは別として、税収の

観点からは大きな問題ではない。むしろ、社会保険や介護保険の負担が近年

急増しており、社会保障に影響を及ぼしてしまうことが大きな問題ではない

か。 

・ 我が国の財政状況が悪化していく中で、課税方式の選択によって税負担能

力を有する者が選択的に社会保険料負担の軽減を図ることができる点につい

て、社会的に持続可能な社会保障制度につながるのかというメッセージを発

信していかなければならない。 

 

(4) 市町村における課税事務の負担 

・ 課税方式の選択に関わる事務は課税事務の繁忙期に行われるため、自治体

の負担となっている。 

・ 異なる課税方式を選択することによって、市町村において課税誤りにつな

がったり、所得把握が複雑になったりするのであれば改善しておくべき。 

 

(5) 申告手続の簡素化について 

・ 所得税と異なる課税方式を選択する場合には住民税申告を行う必要がある

が、住民税申告が電子申告に対応してないことなどを踏まえ、所得税の確定

申告のみで完結することが望ましい。 

・ 納税者の申告の手間については、確定申告書の記載を工夫することで対応

できる部分もあるが、現在申告不要としている納税者をどうするのかという

点が悩ましい。 

 

(6) 配当所得等への課税のあり方 

・ 自治体における包括的な所得把握のニーズという点で問題があるのであれ

ば、全てを総合課税に統一するのではなく、利子所得と配当所得の中立性と

いう観点から別の方法が探れるのではないか。納税者にとって投資所得への

課税の問題が税率等に起因する税負担の問題であるならば、例えば、申告を
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必須として申告分離課税により税率を 20％とすれば、税負担と所得の課税ベ

ースを切り離すことが出来る。 

・ 条文上は総合課税が原則で、申告不要方式と申告分離課税方式は特例であ

るので、特例を状況に応じて変化させ、原則に戻していくという議論もあり

えるのではないか。 

(7) 所得把握

・ 社会保障との関係で税負担と別に所得を計算するとなると、自治体側はそ

の負担を負えるのか。例えば、一定金額以上の配当所得がある納税者には、

社会保障との関係で申告義務を課すという工夫の仕方もあるのではないか。 

・ 納税意識を高める意味でも、確定申告を多くの人にしてもらうということ

を念頭に置いて制度設計をする必要もあるのではないか。 

・ 国民健康保険や介護保険に用いている所得には含まれていないものがある

ということを明確にしつつ、課税することも考えられるか。 

６ まとめ 

 上場株式の配当所得等に対して、所得税と個人住民税とで異なる課税方式

を選択することにより、結果として、個人住民税だけでなく社会保険料等にも

影響を及ぼしていることについては、公平性の観点から課題があると言える。 

こうした公平性の課題は税制への不信感に繋がるだけでなく、少子高齢化が

進展し、社会保障関係経費が増加していくなかで、社会保障制度の持続可能性

にも影響を与える恐れがある。 

これまでの配当所得等に対する課税に係る改正経緯を踏まえつつ、こうした

状況に対応していくためには、改めて配当所得等への課税のあり方について検

討を行った上で、包括的所得概念の考え方に立って、所得税と個人住民税とで

所得を一致させる観点から、将来的には、課税方式を一致させる方向で見直し

を行うことも考えられる。 

 ただし、こうした見直しを進める場合には、現行制度上、課税方式を選択で

きることとなっている納税者の自由を制限することとなるため、そうした納

税者の理解を得られるよう、慎重に検討していくことが必要である。 

 また、社会保障制度へ与える影響についての対応に関しては、個人住民税の

課税方式について検討を行うこと以外にも、例えば、国民健康保険や介護保険

などの個人住民税の税情報を活用している各社会保障制度の所管省庁におい

て、税額計算上は所得に含まれないこととされている申告不要方式によって

課税された配当所得等について、源泉徴収や確定申告等の課税に関係する手

続とは別のアプローチで把握を行い、そうした配当所得等を含めて保険料等

の判定をできるような仕組みを検討していくことも考えられるのではないか。 
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第３ 個人住民税の現年課税化 
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第３ 個人住民税の現年課税化 

 

１ 個人住民税の現年課税化の議論の背景 

(1) 所得税と個人住民税の仕組み 

  所得税は、収入発生に並行して、当該年の所得確定時よりも前倒しで、当該

収入から差し引いて徴収し（源泉徴収・予定納税）、所得確定後、当該所得に

応じた税負担となるよう調整（年末調整・確定申告）する仕組みである。 

  一方、個人住民税は、前年所得に基づき、課税する市町村において当該所得

にかかる税額を算出・決定し、賦課・徴収する仕組みである。 

このように個人住民税は、所得税において確定された前年の所得に課税する

仕組みとなっているが、こうした仕組みにより、個人住民税の税額計算のため

に、原則として、個人住民税独自の申告等を納税者に求める必要がなくなり、

簡素な徴収の仕組みとすることが可能となっており、また、所得の把握等につ

いて所得税・個人住民税での手続きに重複感が生じないようになっている。 

 

(2) 現年課税化に関するこれまでの議論 

個人住民税の現年課税化の検討については、昭和 43 年の政府税制調査会の

答申において触れられており、近年においても、政府税制調査会が平成 17 年

にまとめた「個人所得課税に関する論点整理」の中で、「個人住民税は、納税

の事務負担に配慮して、前年の所得を基礎として課税するいわゆる前年所得課

税の仕組みを採っているが、本来、所得課税においては、所得発生時点と税負

担時点をできるだけ近づけることが望ましい。近年の、ＩＴ化の進展、雇用形

態の多様化等、社会経済情勢の変化を踏まえ、納税者等の事務負担に留意しつ

つ、現年課税の可能性について検討すべきである。」とされている。 

また、平成 24 年に成立した「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜

本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」においては、

「個人住民税の所得割における所得の発生時期と課税年度の関係の在り方に

ついては、番号制度の導入の際に、納税義務者、特別徴収義務者及び地方公共

団体の事務負担を踏まえつつ、検討する。」とされている。 

本検討会においては、そうした要請を受けて、これまで納税義務者、企業、

市町村のそれぞれにおける現年課税化に係る様々な課題について検討を重ね

てきたところである。 

 

 (3) 現年課税化による効果に関する指摘 

  本検討会においては、「現年課税」とは「ある所得発生年分の税負担につい

て、時間的間隔を置かず、その年分の所得を基に決定すること」という意味で

使用することとしているが、本検討会において過去に指摘されていた個人住

民税の現年課税化による主な効果は、次のとおりである。 

・ 所得発生時点と納税の時点を近づけることにより、特に前年より所得が減

少した者の負担感が減少する。 
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・ 収入発生時に税を徴収するため、徴税が容易になり、税収の安定的な確保

に資する。 

・ 所得税と同時期に課税が行われる結果、税を負担する者にとって分かりや

すいものとなる。 

 

(4) 近年における状況の変化 

近年では、正社員については副業・兼業を解禁する動きや、職務、勤務地、

労働時間等が限定された働き方を導入する動きが見られ、非正規雇用者につい

ては増加が続いている。 

また、特定の企業に属さずフリーランスとして業務単位で仕事を請け負う働

き方なども出てきており、様々な形で働き方の多様化が進んでいる。 

  さらに、我が国を訪れる外国人は増加の一途をたどっており、我が国で就労

する外国人も令和元年 10 月末時点で 166 万人と過去 多を記録している。 

外国人労働者の増加を背景に、賦課期日である１月１日前に帰国する外国人

労働者の所得に対して課税できないといった課題も指摘されている。 

このような働き方の多様化や外国人労働者の増加を背景として、個人住民税

の現年課税化について検討を求める意見がある。 

 

 

２ 今年度の検討会における検討の視点 

本年度は、所得税における年末調整事務の電子化、地方税共通納税システム

の活用、マイナンバーと個人の銀行口座の紐付け、課税データを活用している

各種制度への影響を踏まえた上で、企業における年末調整事務の負担、企業に

おける住所地団体の把握や源泉徴収税額の納付、市町村における還付・追徴事

務の負担、課税データを活用している各種制度への影響について議論を行った。 

 

(1) 年末調整事務の電子化 

所得税の年末調整事務については、平成 30 年度税制改正により、令和２年

分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控

除に係る控除証明書等について、勤務先へ電子データにより提供できるよう手

当されたことなどを受けて、本年 10 月以降、年末調整手続の電子化に向けた

施策が実施されている。 

電子化した場合、勤務先のメリットとしては、保険料控除や配偶者（特別）

控除の控除額の検算が不要となること、控除証明書等のチェックが不要となる

こと、年末調整関係書類の保管コストの削減などが想定されている。 

また、従業員のメリットとしては、控除額等の記入・手計算が不要となるこ

と、控除証明書等データを紛失しても再交付依頼が不要となること、押印が不

要となることなどが想定されている。 
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（年末調整事務の電子化） 

 

 
 

 

(2) 地方税共通納税システムの活用 

企業における源泉徴収税額の納付事務については、納付先となる各従業員の

１月１日現在の住所地団体の把握などの課題は残るものの、現在、給与所得に

係る特別徴収で利用されている地方税共通納税システムの活用が考えられる。 

地方税共通納税システムを通じた個人都道府県民税・市区町村民税（特別徴

収分）の納付については、令和元年 10 月の導入以降伸びてきており、本年８

月の１ヶ月当たりの納付件数は、20 万件を超えている。 

eLTAX は、既に給与支払報告書や異動届の電子手続き、税額決定通知書（特

別徴収分）の電子通知、電子納税の仕組みがあり、全市区町村との間のルート

を構築済みであることから、現年課税化によって企業において源泉徴収税額の

納付事務を行う場合においても地方税共通納税システムの利用が可能である

と考えられる。 

ただし、現在では企業における地方税共通納税システムの利用率は約５％程

度であり、仮に地方税共通納税システムを通じた源泉徴収税額の納付事務の実

施を想定する場合には、利用率の向上が必要となっている。 

また、現在の地方税共通納税システムは、各従業員の１月１日時点の住所地

に自動的に納付するような仕組みにはなっていないため、そうしたことを可能

とするためには何らかの機能拡充や法制度の整備が必要となる。 
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（地方税共通納税システムの概要） 

 

 

(3) マイナンバーと個人の銀行口座の紐付け 

先の通常国会において、マイナンバーと個人の銀行口座の紐付けについて議

員立法が提出されるなど実現に向けて議論が行われている。 

当該議員立法では、特定給付金等が受給権者に迅速かつ確実に給付されるよ

う、給付名簿情報の正確性の確保及び給付名簿の作成等に関する事務の効率的

な処理を目的として、個人の申出に基づき、口座名簿を作成することとされて

いる。（報告書作成時点では未定であるが、「公金受取口座の設定」に関して、

次期通常国会において政府として法制上の措置を講じる予定となっている。） 

このような流れの中で、今後、個人住民税の還付を行う場合の口座について

もマイナンバーを通じて把握が容易となれば、現年課税化する場合の市町村に

おける還付事務の負担が一定程度軽減されると考えられる。 

 

(4) 課税データを活用している各種制度への影響 

市町村の税務当局が賦課決定するに当たり、全納税義務者について名寄せ・

突合することにより確定された所得情報は、個人住民税の賦課徴収だけでなく、

様々な社会保障分野で利用されている。 

こうした所得把握は引き続き必要であると考えられるが、個人住民税を現年

課税化する場合に、賦課課税方式から申告納税方式に変更することも考えられ

る中で、こうした所得把握に影響が生じないよう配慮する必要があると考えら

れる。 

 

 

 

22



３ 現年課税化に伴う企業の負担 

  小畑委員から、経団連税制委員会企画部会に所属する 36 社を対象に行われ

たアンケート結果について報告をいただいた。 

  アンケートに当たっては、本検討会で議論してきた給与所得者に対して企

業が源泉徴収及び年末調整を行う方式（以下、「所得税方式」という。）を前提

として、次の仮定をおいて現年課税化についてのメリットや懸念される点に

ついて調査を行った。 

 

【仮定】 

・ 源泉徴収段階で、全国一律の税率（標準税率 10%）に基づき税額を算定する。 

・ 年末調整の段階で、税率等（森林環境税や復興税といった上乗せ課税を含む。）

の地方団体毎の独自事項及び個人住民税の人的控除が共通のソフトウェアに

よって自動反映される。 

・ 企業が取得する情報は、現在から追加されない。なお、国税では本年 10 月

から年末調整の一部電子化が行われ、個人住民税でも活用する前提とする。 

・ 現在と同じく、従業員等が確定申告する。 

・ マイナンバーと情報が連携され、従業員等の１月１日時点の住所地が自動反

映される。（マイナンバーで照会した際に１月１日時点の住所が反映される仕

組みが導入され、企業が当該目的でマイナンバーを扱うことができることが

前提。） 

・ 地方税共通納税システムの拡充により、納税先の地方自治体を従業員等ごと

に選択する必要がない。 

 

(1) 企業の立場でメリットとなり得ること 

① 個人住民税の特別徴収に関わる事務負担の軽減 

・ 特別徴収税額通知（納税義務者用）を従業員に送付する事務が不要となれ

ば、事務負担が軽減される。作業・保管スペースや人件費を削減できる。 

・ 特別徴収税額通知（特徴義務者用）を受領した後、自社の給与システムに源

泉徴収する税額を反映させる事務がなくなる。 

・ 特別徴収に係る「給与所得者異動届」や「特別徴収切替依頼書」の提出が不

要になれば、事務負担が軽減される。入社時の届出、退職時の一括徴収といっ

た都度手続きが不要になる。 

・ 企業と市区町村のやり取りがなくなることによる事務軽減（給与支払報告、

決定通知配布、税額変更通知配布、市区町村からの扶養調査・居所確認がなく

なると想定する）。 

 

② 制度の分かりやすさ・従業員への周知 

・ 制度移行により数年は混乱が予想されるが、所得税と同じサイクルになる

ため、従業員に説明しやすくなる。 
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・特に海外への赴任者・帰任者、所得が成果連動する職種等の前年度から所得

が大きく増減する従業員の納得感が得られやすい。

(2) 懸念されること

① システムの移行・導入

・ 月次および年末調整時の個人住民税の税額計算フローを給与計算システム

に導入するため、大規模改修が必要。 

・ 地方税共通納税システムの拡充や共通のソフトウェアが提供されるとして

も、企業が用いている給与計算システムとの連携が円滑に為されるか懸念が

ある。どの給与計算システムや PC を用いている会社でも問題なく使用できる

ことが必要。 

・ 共通のソフトウェアで作業完結できない場合、他社の有償ソフトを利用する

等の追加コストが発生する。

・ 共通ソフトウェアの提供で自治体毎の独自事項を反映する場合でも、システ

ム対応・マスター検証等の業務負荷が発生する。自治体毎の仕組みの差異を

なくし、全国統一の仕組みとして頂きたい。 

・ システム改修や社内調整に時間を要するため、所得税方式導入の際は一定の

準備期間が必要。

② マイナンバーとの情報連携

・ 現在でも、マイナンバーを企業に提出しない従業員も存在する。マイナンバ

ー未提出者がいると成り立たないため、法整備が大前提となる。 

・ マイナンバーを利用する企業のリスク（情報管理、取り間違え等）が懸念さ

れる。 

・ 管理・登録は社外委託しているため、情報連携に用いる場合、時間を要する。

・ セキュリティの観点で通常業務と比べ業務量が増加する。

・ 新規雇用者（４月新卒新入社員等）については、雇用初月の給与・源泉徴収

税額計算時までにマイナンバーの取得が間に合わない（＝１月１日時点の住

所地が自動的に把握されない）可能性がある。納付先の自治体の指定等、個

別対応が必要となる可能性がある。 

・ 海外からの年内帰国者が、１月２日以降に住民登録を行った場合、納税先の

市町村を抽出できないのではないか。 

③ 事務負担

・ 12 月の繁忙期に個人住民税と所得税両方の年末調整を行うこととなり、企

業側は相当な負担の増加となることが想定される。 

・ 年末調整の計算から法定調書提出までの期間は短い。このことから年末調整

の段階で作業が増加することは人件費の増加にもつながり、働き方改革の観

点からも避けるべきと考える。
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・ 昨今、法改正が続いており年末調整業務の負荷が大きい上に、個人住民税の

年末調整業務が重なることで担当者の負荷が心配される。 

・ 年末調整時の必要書類が増えない仮定でも、計算結果の確認等は必要である

ため、その分の負担増加は避けられない。 

・ 所得税のように過年度分の扶養是正を行うことも想定されると、所得税との

事務の重複感が懸念される。 

・ 制度移行時は、従業員への周知が難航し、従業員からの問合せが増加するこ

とが懸念される。 

・ 個人住民税の算出根拠に関する問い合わせが、人事担当者に寄せられること

が想定される。 

 

④ その他、仮定について 

・ 所得税の源泉徴収区分が「甲」以外の従業員（別の企業で「給与所得者の扶

養控除等申告書」を提出している従業員や、日雇い、短期間雇用）については

特別徴収が不要となるのか不明確。 

・ 給与支払報告書を市区町村へ提出する必要がなくなるのか（源泉徴収票の

みで問題ないのか）。 

・ ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用する場合、現行は毎月徴収す

る個人住民税から控除されるため、源泉徴収段階で、一律の税率に基づき税

額を算定する場合、年末調整または確定申告で控除する手当てが必要になる

のではないか。 

 

 

４ 本検討会における議論 

本検討会では、各委員から以下のような意見があった。 

 

(1) 企業の事務負担 

・ 所得税の年末調整の電子化で導入されるソフトウェアの入力支援機能を充

実させることで個人住民税の年末調整を同時に行うことが可能となり、マイ

ナンバーの利用率にもよるが、企業の事務負担も一定程度は軽減可能になる

のではないか。 

・ 個人住民税においても、所得税のいわゆる年調ソフトを使用した年末調整を

参考に、eLTAX のシステム改修により特別徴収義務者の事務負担を軽減し、年

末調整を行うことが可能ではないか。 

・ 個人住民税の現年課税化によって、企業が実質的に徴税の代わりをほとんど

全てすることになり、今まで以上に課税の事務負担を企業に依存することと

なる。働き方の多様化が進む中で収入源が複数ある人たちも出てきており、電

子化でどこまで簡単になるのだろうか。 

・ 所得税の年末調整の仕組みは源泉徴収義務者に過度な負担を強いており、こ

の仕組みを簡素化することが必要ではないか。 
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・ 電子化などによる事務負担の軽減は見込まれるものの、企業におけるシステ

ム改修やマイナンバーの管理コストが生じ、個人住民税の年末調整作業によ

り事務負担が増加することが懸念される。また、副業やふるさと納税により自

ら確定申告する者も増加しており、企業がそれらを把握することは困難であ

る。 

・ 毎年の消費税の影響調査では、ほとんどの中小企業の経理事務は１人、売り

上げ１億円超の企業も半分は１人という状況であった。こうした中で、デジタ

ル化の重要性も理解するが、事務負担の増加を懸念する声も聞かれた。 

・ 年末調整による事務負担の増加については現年課税化に向けた移行におけ

る問題ではなく、完全に自動化されない限り、計算結果の検証など、事務負担

は相当かさむことになる。 

 

(2) １月１日現在の住所の把握 

・ 企業におけるアンケートは、住所地の把握が容易になった場合を前提とした

ものだが、こうした仮定をおいても懸念が出ている。住所地の把握など現実の

下で運用されると難しいと思うので、少し慎重に検討していく必要がある。 

・ 各源泉徴収義務者が従業員の１月１日現在の住所を把握することは不可能

とは言えないので、従業員の利便や年末調整の電子化による全体の事務軽減

の程度等を比較考量して議論できると良い。 

 

(3) 地方税共通納税システムの活用 

・ 地方税共通納税システムの発展によって現年課税化が現実的になっており、

事務負担の軽減についての詳細な検討が加えられてきたことによって、所得

税方式についての現実性が増している。 

・ 現年課税化の検討において、地方税共通納税システムが動き出したことは大

きなステップであり、地方税共通納税システムで出来ること・出来ないことを

把握することが直近の課題である。 

・ 企業が地方税共通納税システムを通じて納税する際、将来的には、企業が市

町村ごとに振り分けて納税するのではなく、マイナンバーを活用することに

より各従業員の１月１日住所地を把握し、企業が一括して納税することも考

えられるのではないか。 

 

(4) 市町村における還付事務 

・ 市町村における還付事務において、還付先の口座を把握することは大事であ

り、金融機関側のシステムから突合出来ている正確な本人口座情報が提供さ

れると、大幅に事務負担は軽減され、納税者の利便性は向上する。 

・ 還付・徴収事務はマイナンバーに紐付けられた個人口座で行うことが望まし

い。 

・ マイナンバーと個人の口座が紐付けば、自治体と納税義務者の間で還付手続

がスムーズに行くのではないか。 
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(5) 課税データを活用している各種制度への影響 

・ 現年課税化後も個人住民税の確定時期が５月から６月辺りとすると、各種社

会保障制度への影響はあまりないと考えられるが、超過課税や減税を実施し

ている地方団体においては、追徴・還付がほぼ漏れなく発生することとなり、

課税事務そのもののスケジュールに影響が出る可能性がある。 

・ 課税データを活用している各種制度への影響については、賦課課税方式にせ

よ申告納税方式にせよ、マイナンバー制度の普及と活用によって対応可能で

ある。 

 

(6) 所得税方式について 

・ 個人住民税について所得税方式を採用した場合、個人住民税の課税は申告納

税方式・賦課課税方式のどちらか、企業は特別徴収義務者・源泉徴収義務者の

どちらか、納税義務の範囲、賦課課税方式のままで税額が確定していない状態

で年末調整することをどのように捉えるのか、といったところについて、今後

整理が必要である。 

・ 生命保険料の支払額は年末までの見込みであるため、その後に解約等があれ

ば再年末調整が必要となる。また、扶養が外れることにより扶養控除や配偶者

控除が変わることもある。このように、年末調整で一時的に税額を確定させる

ことは難しいのではないか。海外には年始調整を行っている国もある。 

 

(7) 個人住民税の確定申告 

・ 現年課税化への切り替えにおける負担を誰が負うのかが焦点になる。納税義

務者の負担は増えるが、確定申告をすることは納税意識を高めるというとこ

ろにおいては重要なのではないか。 

・ 企業が現年課税化に伴ったすべてを負担することは難しいと考えると、納税

義務者に個人住民税の確定申告を行っていただくことも考えられる。 

 

 (8) 現年課税化への移行に伴うコスト等 

・ デジタル化によって事務負担の課題を解決していく方向は理解できるが、企

業や自治体のコストや手間を考えると、少しずつ現年課税化に移行していく

とコストが掛かるので、ある時点で一気に移行することが考えられる。 

・ 短期的には事務負担が大きくなるが、長期的には、いかなる給与の変動にも

対応できる税制を目指すということを国民的議論としていく必要がある。 

・ 事業者、行政ともに新たな事務負担というものをどう考えていくのか、社会

コストをどう考えるのかということと、現年課税化が社会全体の効率化にど

れだけ意義があるのかということを、ほかの仕組みとの整合性や効率化を踏

まえて検討していくべき。 

・ 企業の給与システムの改修は移行における問題であるが、システム改修のコ

ストが掛かっても、別の面で事務が簡素化・効率化されることによるメリット

があれば企業として特段不満はない。 
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・ マイナンバーとの連携が不可欠であると考えるが、現状ではマイナポータル

の開設は増えていない。データと紙の混在によって負担が増えないように、や

るなら徹底的に電子化する必要がある。

(9) その他

・ 現年課税化の検討においても、公平性がキーワードであり、現年課税化への

切り替えに必要なのは電子化である。働き方の多様化によって、転職する方、

収入を複数持つ方も多く、電子化やマイナンバーの紐付けがより重要となる。 

・ 年末調整の電子化が進んでも全てのことが早くなる訳ではなく、例えば、マ

イナポータルへ医療費関係データが入力される時期は２月中旬である。もと

もとタイトな期間に色々なことをやるのは難しいので全体的にスケジュール

を後ろ倒しすべき。 

５ 今後の検討について 

 本検討会においては、これまでの検討会での議論を踏まえつつ、年末調整の

電子化、地方税共通納税システムの活用、マイナンバーと個人口座の紐付けが

それぞれ実現したと仮定した場合の企業、市町村、納税義務者における現年課

税化に向けた課題についての発表や議論が行われた。 

 議論の中で、地方税共通納税システムの導入により現年課税化の現実性が

高まったという意見やマイナンバーと個人口座の紐付けによって市町村の還

付事務の負担軽減が図られるといった意見があった一方で、デジタル化が進

展してもなお、企業において新たに個人住民税の年末調整事務を行う場合の

事務負担の増加を懸念する意見が少なくなかった。 

 これまで本検討会においては、様々な角度から個人住民税の現年課税化に

ついて議論を続けてきたところであるが、今後、より具体的な検討を進めるた

めには、現在、急速に進んでいる企業や市町村におけるデジタル化、マイナン

バーカードの普及などについて一定の進捗が見られた機会を捉え、制度的・実

務的な課題、企業や市町村におけるシステム改修の必要性等について議論を

行うことが適当と考える。 

また、その他の課題として、切替年度における納税義務者の税負担の課題に

ついても引き続き留意すべきであり、納税義務者の税負担に大きく影響を与え

ることから、過去の本検討会における検討結果も踏まえて、十分な議論が必要

である。 
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第１ 大規模災害時の災害減免基準に 
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第２ 上場株式の配当所得等への 
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趣旨…

期間… 令和2年6月1日～30日

対象… 日本税理士会連合会及び各税理士会の調査研究部委員（有効回答77人）

問１　令和元年分の確定申告において、課税所得900万円以下の顧客数をお聞かせください。
（注）

問２　令和元年分の確定申告における配当所得等の課税方式の適用状況についてお聞かせください。

（１）課税所得900万円以下で、所得税で総合課税、住民税で申告不要を選択

（２）課税所得900万円以下で、所得税で申告分離、住民税で申告不要を選択

（３）課税所得900万円超で、所得税で申告分離、住民税で申告不要を選択

問３　現行制度に対するご意見をお聞かせください。

① 確定申告書に付記することで住民税の課税方式を選択できるようにすべき

② 所得税で選択した課税方式を住民税にも強制適用すべき

③ 現行制度のままでよい

《合計》 ■全納税者中における該当者数の試算 〈平成29年課税所得別納税者数〉

問１ 4,610人 8,110万人  220万人

問２（１） 180人 317万人（約3.9％）  840万人

（２） 151人 267万人（約3.3％） 2,100万人

（３） 70人 4,950万人

問３ ① 確定申告書に付記することで住民税の課税方式を選択できるようにすべき  52人（72％）

② 所得税で選択した課税方式を住民税にも強制適用すべき  17人（24％）

③ 現行制度のままでよい  3人（ 4％）

＜問３①についての意見＞

＜問３②についての意見＞

【結果】

上場株式等に係る配当所得の課税方式に関するアンケート結果

【実施概要】

所得税の申告書に住民税で選択する課税方式を付記することで住民税の申告を不要とする制度改正
に対する納税者のニーズを把握するため

【質問】

課税所得900万円超の場合は、所得税・住民税ともに申告不要制度を適用するのが最も税負担が少ないため、異なる課税方式
を選択するニーズはないものとみなし、アンケートの対象外とした。

住民税の申告書及び申告書付表（課税方式選択用）の書式が異なるため、各市町村の様式をダウンロードする等
して対応する必要がある。
課税方式の選択が確定申告書に付記することで対応可能となることが望ましいが、公的年金受給者で住民税のみ
申告を要する納税者も多数いるため、課税方式の選択を含めeLTAXを利用して住民税の電子申告が可能となるよ
う検討すべきである。

確定申告期には大量の件数を決められた期限までに処理する必要があり、個々の案件について、税務上の有利
不利を判断する時間は実際はほとんどありません。税理士の負担と、責任を減らす方法として所得税と同様の方
法を強制的に適用していただければと思います。

695～900万円　

330～695万円　

195～330万円　

0～195万円　

【主な意見】

・住民税の申告書が、市町村ごとに統一されていない。
・それぞれの市町村の申告書を入手する必要がある。
・税務署から市町村に連絡する情報と、市町村に提出した申告内容が不一致になるので、市町村の税務担当部署
で事務が煩雑になる。
以上により、所得税の確定申告書で住民税の課税方式を選択できるようにすべき。
※ 配当の総合課税・申告不要により健康保険料の負担額が変わるので、＜税＋保険料＞を計算する必要があ
る。配当の課税方式によって健康保険料が影響を受けない仕組みとすべきである。

所得税申告書の「住民税に関する事項」を有効に活用し、納税者利便の向上に帰すべきである。
納税者は所得税の申告データが住民税に生かされているとの認識が強い。所得税申告が必要な納税者は住民税
の申告を改めて行う必要がないように、お互いの事務効率等に配慮すべきである。

（出展）財務金融資料集 税制編

衆議院調査局財務金融調査室／2018.4

第２回配布 ３
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＜その他の意見＞

住民税の申告書を電子申告できるように改正（市町村の書式を統一）

納税者、税理士、課税市町村における事務処理の煩雑さを考慮して、申告分離で統一すべきだと思います。

問3の意見には、実務的には所得税・住民税とも同一課税方式が望ましいが、納税者の観点からは、選択方式が
よい。
今回のアンケートとは違うが、各種所得控除も国・地方税とも同一所得控除が望ましい。

同じ所得について国と地方で異なる課税方式をとることについて、有利不利の試算をすることが必要となり申告書
作成の手間が増える。簡素な方式のほうが納税者・課税側の双方にとって事務手数が減少し良いと思う。

現行制度を前提とするのであれば、確定申告書に付記する方法が最良であると考えるが、そもそもの問題として、
有利不利が税制にとどまらず、国民健康保険料等の保険料や医療機関における窓口負担、児童扶養手当等にま
で影響しており、税・社会保障を一体的に見た場合は安定的な制度とはいえない。住民税の課税所得等に依存し
ている社会保障分野の問題ではあるが、見方によっては税制が社会保障分野を歪めているともいえることから、も
う少し簡素にすべきであると考える。

株式の配当も含め株式がある方は特定口座の方が多く、源泉徴収されるので、有利不利まで細かく吟味すること
は少なく、ざっくり損失の繰越の場合に特に確定申告する以外はあまり、関与していないのが現状です。

現状は、税理士にとって、有利不利の判断誤りのリスクと事務負担の両方がのしかかっている状況である。そもそ
も異なる課税方式を選択可能とする必要性は乏しいと思うので、同一の課税方式を強制適用することで両方の解
決を図るのがベストと考えるが、次善の策として確定申告書への付記で足ることとし、事務負担だけでも解消すべ
きと考える。
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第３ 個人住民税の現年課税化 

に関する資料 
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